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一
、
幕
末
の
土
御
門
家

　
近
世
を
通
じ
て
土
御
門
家
は
、
堂
上
公
家
の
半
家
で
あ
っ
た
が
、
平
公
家
で
あ

り
、
一
八
三
石
六
斗
の
家
禄
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
土
御
門
家
は
、
陰
陽
頭
を
踏
襲

し
、
天
皇
、
皇
后
、
親
王
に
仕
え
、
儀
式
の
催
さ
れ
る
日
時
を
占
う
日
時
勘
申
を

行
っ
て
い
た
。
ま
た
天
体
に
異
変
が
あ
る
場
合
に
は
、
天
皇
へ
の
天
文
密
奏
を
行

な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
は
、
平
安
時
代
以
来
の
陰
陽
師
の
職
掌
を
よ
く
継
承
し

て
い
た
の
で
あ
り
、
戦
国
時
代
に
途
絶
え
た
も
の
の
、
幕
府
に
よ
る
朝
廷
復
興
に

よ
っ
て
土
御
門
家
の
職
掌
は
甦
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
し
か
し
近
世
の
土
御
門
家

は
、
そ
れ
以
前
の
陰
陽
師
と
は
異
な
る
家
職
の
内
実
を
持
つ
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
つ

に
は
、
近
世
に
は
四
回
の
改
暦
が
実
行
さ
れ
た
が
、
改
暦
の
上
奏
を
天
皇
に
対
し
て

行
な
う
こ
と
は
、
土
御
門
家
の
職
掌
で
あ
っ
た
。
中
世
を
通
じ
て
改
暦
は
な
か
っ
た

か
ら
、
改
暦
の
上
奏
は
、
事
実
上
は
近
世
に
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
よ
）
1
（
い
。
そ
し
て
改

暦
の
上
奏
の
み
な
ら
ず
、
土
御
門
家
は
編
暦
の
事
業
の
一
端
を
も
担
う
こ
と
に
な
っ

た
。
も
う
一
つ
は
、
諸
国
に
い
る
陰
陽
師
を
配
下
と
し
て
支
配
し
、
そ
の
組
織
を
つ

く
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
近
世
以
前
に
は
、
土
御
門
家
が
諸
国
の
陰
陽
師
を
編
成
し
、

組
織
体
を
形
成
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
以
上
、
こ
こ
に
近
世
陰
陽
道
の
最
大
の
特
徴

を
見
い
だ
す
見
解
が
あ
）
2
（

る
。

　
幕
末
・
維
新
期
に
土
御
門
家
の
当
主
で
あ
っ
た
の
は
、
土
御
門
晴
雄
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
に
晴
雄
は
朝
廷
に
仕
え
て
、
日
時
勘
申
な
ど
を
行
な
い
、
そ
し
て
日
々

「
公
武
の
御
祈
祷
」
を
執
り
行
な
っ
た
。
元
来
は
朝
廷
に
属
し
な
が
ら
も
、
土
御
門

家
は
、
幕
府
に
よ
る
将
軍
朱
印
状
を
権
威
の
拠
り
所
に
し
て
配
下
支
配
を
行
な
い
、

さ
ら
に
巳
日
の
祓
い
、
名
越
の
祓
い
を
将
軍
に
捧
げ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
朝
廷
と
幕

府
の
双
方
、「
公
武
」
に
仕
え
る
立
場
を
確
保
し
て
き
た
。
そ
の
起
源
は
、
家
康
と

土
御
門
久
脩
の
関
係
に
ま
で
遡
り
、
秀
吉
に
よ
っ
て
京
都
か
ら
追
放
さ
れ
た
久
脩
を

復
帰
さ
せ
、
公
家
昵
懇
衆
と
し
て
招
い
た
家
康
の
庇
護
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
近
世

に
陰
陽
道
に
生
き
残
こ
る
方
途
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
）
3
（

た
。

　
晴
雄
の
行
っ
た
天
文
密
奏
、
吉
凶
へ
の
占
い
を
つ
ぎ
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
文
久

元
年
五
月
二
十
八
日
に
晴
雄
が
上
奏
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
廿
六
日
夜
柳
宿
四
度
半
廿
七
日
夜
張
宿
九
度
夜
々
東
南
座
移
、
凡
彗
星
之
出
乎

和
漢
不
遑
枚
挙
、
是
皆
為
兵
革
喪
亡
水
火
地
震
流
疫
之
徴
矣
、
按
旧
史
古
籍
至

諸
儒
及
方
家
者
流
雖
其
説
紛
々
不
同
或
有
応
或
無
徴
、
元
来
彗
星
者
火
気
挟
土

上
外
結
体
者
ニ
而
気
候
依
不
整
成
者
也
、
是
全
時
候
之
変
而
所
以
異
星
之
出
現

欤
、
今
雖
無
入
紫
微
垣
内
不
可
不
畏
焉
、
夫
消
災
致
祥
不
加
祭
祀
除
厄
保
命
唯

在
祈
恩
也
、
官
議
宣
有
祈
禳
以
致
万
幸
矣
、
謹
所
勘
申
）
4
（
也

晴
雄
は
、
彗
星
出
現
を
「
兵
革
喪
亡
水
火
地
震
流
疫
」
の
兆
候
と
し
て
認
め
な
が
ら

も
「
旧
史
古
籍
」
を
参
照
し
て
も
諸
説
紛
々
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、「
祭
祀
」
を

行
な
わ
ず
に
「
祈
恩
」「
祈
禳
」
を
行
う
こ
と
を
奨
め
て
い
る
。
天
文
の
異
変
を
報

告
す
る
こ
と
が
、
天
文
博
士
が
行
う
天
文
密
奏
の
基
本
で
あ
り
、
天
文
の
古
籍
を
参

照
し
て
天
変
の
意
味
を
読
み
と
る
の
で
あ
る
が
、
晴
雄
は
、
そ
う
し
た
解
読
を
「
説
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愛
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学
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号

紛
々
」
と
相
対
化
し
つ
つ
、
彗
星
が
「
紫
微
垣
内
」
に
入
ら
な
く
と
も
畏
怖
す
べ
き

だ
と
陳
述
し
て
い
る
。
彗
星
に
つ
い
て
の
天
文
密
奏
の
他
の
場
合
で
は
、「
益
被
加
　

宸
慎
被
崇
敬
　
神
明
者
夭
星
可
消
散
）
5
（
矣
」
と
、
天
皇
に
よ
る
慎
み
と
崇
敬
を
奨
め
て

い
る
。
つ
ぎ
に
日ひ

暈が
さ

（
太
陽
の
周
囲
に
見
え
る
光
の
輪
）
が
出
現
し
た
折
の
弘
化
三

年
閏
五
月
一
日
の
上
奏
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
去
月
十
日
日
暈
有
之
其
後
度
々
日
暈
有
之
候
ニ
付
吉
凶
応
徴
之
儀
御
尋
之
趣
畏

承
存
候
、
元
来
日
月
之
暈
者
天
経
或
問
曰
空
中
之
気
逼
日
月
之
光
囲
抱
成
環
云

ヽ
今
年
者
春
来
天
気
沾
潤
ノ
気
ヲ
含
ミ
或
照
或
陰
全
晴
之
日
少
々
寒
暖
モ
斉
シ

カ
ラ
サ
ル
ノ
所
為
ト
存
候
、
全
変
異
吉
凶
ノ
徴
象
ニ
ア
ラ
寸
ト
存
候
、
管
窺
輯

要
ニ
吉
凶
占
考
種
々
有
之
候
得
共
漢
土
乱
世
之
時
只
今
太
平
之
御
時
節
ト
相
違

候
間
的
当
之
儀
ト
モ
難
申
）
6
（
候

日
暈
の
吉
凶
を
尋
ね
ら
れ
て
、『
天
経
或
問
』、『
管
窺
輯
要
』
を
参
照
に
し
な
が
ら

も
、「
寒
暖
モ
斉
シ
カ
ラ
サ
ル
ノ
所
為
」
と
自
然
科
学
的
な
説
明
を
採
用
し
て
い

る
。
中
国
の
書
籍
に
書
い
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
ま
ま
現
在
に
日
本
に
は
適
用
で
き

な
い
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
天
文
で
は
な
い
が
、
中
院
泰
顕
か
ら
、
慶
応
三
年
に
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
と
と

も
に
お
こ
っ
た
守
札
の
降
下
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
て
、
晴
雄
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え

て
い
て
、
興
味
深
い
。
守
札
が
天
か
ら
自
然
に
降
る
こ
と
は
な
く
、「
全
邪
法
邪
行

の
者
の
所
為
」
で
あ
る
と
晴
雄
は
断
定
し
て
い
る
。

　
　
守
札
其
余
種
々
之
品
下
降
吉
凶
御
尋
ニ
付
言
上
、

　
　
先
頃
以
来
世
上
守
札
其
余
種
々
之
品
下
降
仕
候
趣
、
右
吉
凶
有
無
之
事
可
申
上

之
旨
謹
奉
候
、
中
天
之
間
自
然
生
形
候
而
落
降
候
者
、
凡
雨
雪
雹
霰
或
流
星
隕

石
此
余
降
候
物
も
有
之
候
得
共
、
今
度
者
守
札
或
雑
物
降
候
趣
、
元
来
守
札
天

上
有
之
候
品
無
之
、
何
分
於
諸
社
寺
祈
願
仕
尊
信
之
族
江
授
與
候
義
者
々
自
天

上
猥
守
札
降
候
道
理
無
之
、
全
邪
法
邪
行
之
者
之
所
為
可
有
之
存
候
、
吉
凶
之

有
無
者
何
も
無
之
存
候
、
自
然
散
来
候
者
守
札
之
被
納
置
候
御
場
所
江
被
納
置

格
別
御
信
仰
無
之
方
御
無
難
哉
ト
存
候
事

　
　
慶
応
三
年
十
一
月 

晴
）
7
（
雄

以
上
の
例
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
天
文
に
つ
い
て
の
古
籍
を
参
照
し
な
が
ら
も
、
自

然
科
学
的
な
見
方
を
採
用
す
る
時
も
あ
り
、
晴
雄
は
個
々
の
事
例
に
そ
く
し
て
自
ら

の
判
断
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
天
変
で
あ
れ
天
か
ら
降
っ
て
き
た
守
札
で
あ

れ
、
当
時
の
朝
廷
で
は
不
安
と
危
機
の
兆
候
と
し
て
深
刻
に
受
け
と
め
ら
れ
た
は
ず

で
あ
り
、
そ
の
つ
ど
土
御
門
家
は
判
断
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。
危
機
感
が
煽
ら
れ
る

た
び
に
、
陰
陽
頭
の
晴
雄
の
言
葉
は
存
在
感
を
増
し
、
傾
聴
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。

二
、
慶
応
三
年
再
触
れ

　
土
御
門
家
は
、
諸
国
触
流
し
の
実
施
を
幕
府
に
請
願
す
る
よ
う
に
関
白
と
武
家
伝

奏
に
願
い
で
た
。
寛
政
年
間
に
も
触
流
し
が
実
施
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
配
下
拡
大

に
成
功
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
再
度
の
触
流
し
を
要
請
し
た
の
で
あ
っ
た
。
慶
応

二
年
（
一
八
六
六
）
六
月
三
日
に
、
関
白
二
条
斉
敬
か
ら
、
土
御
門
家
へ
勅
書
と
い

う
形
で
命
が
下
さ
れ
た
。

　
　
土
御
門
諸
国
陰
陽
道
支
配
之
儀
者
、
綸
旨
朱
印
を
以
天
下
泰
平
　
公
武
長
日
御

祈
祷
御
用
之
た
め
支
配
之
事
候
処
、
近
来
心
得
違
有
之
、
官
武
諸
家
中
或
者
修

験
者
寺
僧
百
姓
町
人
之
類
其
外
職
分
有
之
輩
ニ
而
土
御
門
支
配
請
兼
職
候
事
勿

論
候
、
方
今
御
時
節
柄
猶
更
抽
丹
誠
御
祈
祷
修
行
可
有
之
儀
候
間
、
諸
国
一
円

急
度
取
調
遂
吟
味
弥
御
祈
祷
無
懈
怠
可
有
之
勤
行
旨
　
関
白
殿
被
　
命
候
事
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慶
応
二
丙
寅
年
六
月
三
）
8
（

日

　
こ
こ
で
は
綸
旨
朱
印
が
持
ち
出
さ
れ
、
陰
陽
師
の
支
配
は
、
土
御
門
家
が
公
武
の

御
祈
祷
を
継
続
さ
せ
る
た
め
の
経
済
的
な
手
段
で
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
土
御
門
家
と
し
て
は
、
こ
の
公
武
の
御
祈
祷
を
打
ち
出
す
こ
と
で
、
朝
廷
、
幕

府
か
ら
の
再
触
れ
の
許
可
を
得
よ
う
と
し
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
の
勅
書
は
幕

府
に
出
さ
れ
て
、
幕
府
で
は
勅
書
に
も
と
づ
き
再
触
れ
を
検
討
し
、
慶
応
三
年
二
月

二
十
四
日
に
触
流
し
を
実
施
し
た
。
幕
府
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
触
れ
を
出
し
た
。

　
　
陰
陽
道
職
業
い
た
し
候
輩
者
土
御
門
家
支
配
た
る
へ
き
儀
勿
論
之
処
、
近
年
乱

雑
ニ
相
成
陰
陽
道
猥
ニ
取
行
候
族
も
有
之
様
ニ
相
聞
候
、
以
来
右
体
心
得
違
無

之
土
御
門
家
ゟ
免
許
を
請
支
配
下
知
堅
相
守
可
執
行
候
、
右
之
通
寛
政
三
亥
年

相
触
候
処
近
来
猶
又
猥
ニ
取
行
候
も
の
も
有
之
哉
ニ
相
聞
心
得
違
之
事
ニ
候
、

右
触
面
之
趣
遺
失
無
之
様
再
度
可
被
心
得
）
9
（

候

こ
の
再
触
れ
で
は
、
綸
旨
、
朱
印
状
で
は
な
く
、
寛
政
三
年
の
触
れ
を
踏
ま
え
た
形

で
、「
乱
雑
」
で
「
猥
ニ
取
行
」
者
が
取
締
り
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
触
流
し
が

出
る
直
前
か
ら
、
土
御
門
家
は
地
方
触
頭
の
配
下
に
連
絡
を
取
り
、
触
流
し
に
あ
わ

せ
て
地
域
を
巡
回
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
ま
た
触
流
し
後
、
土
御
門
家
は
取
締

出
役
を
派
遣
し
、
陰
陽
師
改
め
を
企
て
て
い
る
。
地
方
触
頭
ま
た
は
取
締
出
役
は
、

占
考
を
行
う
紛
ら
わ
し
い
宗
教
者
を
取
締
る
た
め
に
巡
回
を
行
っ
て
い
た
。

　
土
御
門
家
は
積
極
的
に
藩
寺
社
方
の
役
人
宛
に
、
陰
陽
道
取
締
に
つ
い
て
利
便
を

計
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。
触
流
し
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
知
し
て
い
た
役
人

は
、
多
く
の
場
合
は
土
御
門
家
の
願
い
を
聞
き
入
れ
て
、
取
締
の
巡
回
を
容
認
し
、

好
意
的
に
遇
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
き
に
は
藩
寺
社
方
役
人
、
代
官
所
役
人
が
、

陰
陽
師
の
巡
回
を
後
援
す
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
が
、
他
方
で
は
秋
田
藩
の
よ
う
に
藩

内
の
陰
陽
道
取
締
を
拒
否
し
た
場
合
も
あ
っ
た
。
土
御
門
家
が
、
意
図
的
に
藩
権
力

の
支
配
機
構
を
活
用
し
よ
う
と
し
た
様
子
が
窺
え
る
。
触
れ
が
幕
府
か
ら
藩
、
代
官

所
に
通
達
さ
れ
た
後
に
、
土
御
門
家
は
藩
、
代
官
所
へ
挨
拶
を
行
い
、
陰
陽
道
取
締

の
た
め
の
協
力
を
願
っ
た
。
同
時
に
土
御
門
家
は
、
配
下
の
地
方
触
頭
・
取
締
出
役

に
命
じ
て
、
取
締
を
行
な
わ
せ
た
。
寛
政
三
年
以
降
、
土
御
門
家
は
、
藩
権
力
に
協

力
を
求
め
な
が
ら
、
取
締
出
役
な
ど
の
使
者
を
派
遣
し
て
、
配
下
拡
大
を
押
し
進
め

る
と
い
う
や
り
方
を
継
続
さ
せ
）
10
（

た
。

　
土
御
門
家
が
、
取
締
出
役
を
派
遣
し
て
、
直
接
に
配
下
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
こ

と
に
対
応
し
て
、
地
方
の
触
頭
を
通
さ
ず
に
直
接
に
土
御
門
家
の
配
下
に
な
ろ
う
と

い
う
希
望
者
が
増
え
て
い
っ
た
。
世
間
で
は
「
陰
陽
師
」
に
な
り
た
く
は
な
い
が
、

「
土
御
門
家
配
下
」「
土
御
門
家
門
下
」
に
は
な
り
た
い
と
い
う
願
望
を
も
つ
人
た
ち

が
、
確
実
に
広
が
っ
て
い
た
。

　
寛
政
三
年
の
時
点
で
は
、
土
御
門
家
の
配
下
支
配
は
、
都
市
問
題
、
風
俗
統
制
へ

の
対
応
策
と
し
て
利
用
可
能
な
制
度
の
一
つ
と
幕
府
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
陰
陽
師
だ
け
で
は
な
く
、
幕
府
は
、
流
動
的
な
諸
宗
教
者
の
人
別
掌
握
を

試
み
て
い
た
。
し
か
し
慶
応
三
年
は
、
開
国
以
来
の
攘
夷
派
の
台
頭
と
緊
迫
し
た
政

治
状
況
の
た
だ
中
で
幕
府
は
、
存
亡
の
危
機
に
立
た
さ
れ
、
す
で
に
市
中
宗
教
者
の

人
別
掌
握
問
題
な
ど
に
、
関
心
を
寄
せ
る
余
裕
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
都

市
問
題
や
風
俗
統
制
が
、
政
治
的
な
課
題
と
し
て
立
ち
は
だ
か
っ
た
時
期
で
も
な

か
っ
た
。
慶
応
三
年
の
触
れ
は
、
あ
く
ま
で
土
御
門
家
側
の
要
請
を
幕
府
が
追
認
し

た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
幕
府
は
、
朝
廷
か
ら
の
勅
書
を
拒
否
は
で
き
ず
、
受
容
せ
ね

ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
土
御
門
家
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
公
武
の

御
祈
祷
」
は
、
公
武
合
体
政
権
も
選
択
史
の
一
つ
で
あ
り
え
た
時
期
で
は
、
幕
府
に

と
っ
て
も
好
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
て
も
よ
い
と
思
わ
れ

る
。
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慶
応
三
年
の
再
触
れ
に
よ
っ
て
、
ま
た
土
御
門
家
が
藩
権
力
と
の
交
渉
上
の
技
術

を
磨
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
御
門
家
配
下
は
益
々
増
え
た
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思

わ
れ
る
。
近
世
の
土
御
門
家
配
下
は
、
正
確
な
人
数
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が

想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
と
、
幕
末
に
お
い
て
量
的
に
最
高
値
に
達
し
た
と
思
わ
れ

る
。

三
、
明
治
政
府
と
天
文
暦
道

　
貞
享
改
暦
以
降
、
土
御
門
家
は
、
幕
府
天
文
方
と
と
も
に
造
暦
の
一
部
を
担
い
、

奈
良
の
暦
陰
陽
師
、
伊
勢
の
暦
師
、
丹
生
の
暦
陰
陽
師
を
支
配
下
に
置
い
た
。
宝
暦

改
暦
で
、
一
時
的
に
編
暦
の
主
導
権
を
握
っ
た
土
御
門
家
で
あ
っ
た
が
、
寛
政
改

暦
、
天
保
改
暦
で
は
再
び
、
天
文
方
に
全
面
的
に
主
導
権
を
奪
わ
れ
）
11
（
た
。
そ
う
し
た

経
緯
か
ら
し
て
、
慶
応
四
年
一
月
十
五
日
の
王
政
復
古
は
、
土
御
門
家
か
ら
す
れ
ば

朝
廷
勢
力
の
回
復
で
あ
り
、
編
暦
権
の
奪
還
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
王
政
復
古
の
翌

月
に
、
二
月
一
日
に
土
御
門
家
は
編
暦
権
を
京
師
に
戻
す
よ
う
に
政
府
に
請
願
し
、

認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
願
書
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
あ
っ
た
。

　
　
王
政
復
古
　
御
一
新
之
折
柄
何
卒
右
流
弊
相
改
、
如
元
於
当
家
京
師
之
測
量
ヲ

以
推
歩
執
行
候
様
仕
度
、
此
段
宜
御
沙
汰
之
程
願
度
存
候
）
12
（
也

こ
の
願
書
に
よ
れ
ば
、
測
量
推
歩
は
土
御
門
家
の
任
務
で
あ
っ
た
が
、
宝
暦
四
年
以

降
は
天
文
方
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
王
政
復
古
に
よ
っ
て
「
流
弊
」
を
改
め
て
、

測
量
推
歩
は
土
御
門
家
に
や
ら
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
久
我
中
納

言
、
万
里
小
路
右
大
弁
宰
相
よ
り
即
日
に
土
御
門
家
の
願
い
が
承
認
さ
れ
た
。
こ
の

時
の
決
定
に
よ
っ
て
土
御
門
家
は
、
幕
府
天
文
方
が
事
実
上
握
っ
て
い
た
編
暦
権
を

奪
還
し
、
明
治
三
年
十
二
月
九
日
に
大
学
御
用
掛
を
罷
免
に
な
る
ま
で
編
暦
の
最
高

責
任
者
で
あ
り
つ
づ
け
た
。
こ
の
時
に
土
御
門
家
は
、
編
暦
と
同
時
に
暦
を
頒
布
・

販
売
す
る
弘
暦
者
を
統
括
す
る
頒
暦
権
を
も
掌
握
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
編
暦
権
は
、

幕
府
天
文
方
が
事
実
上
完
全
に
掌
握
し
、
頒
暦
権
は
、
地
域
ご
と
の
暦
師
の
権
限
に

委
ね
ら
れ
る
形
で
分
散
し
て
い
た
か
ら
、
土
御
門
家
は
、
王
政
復
古
を
好
機
と
と
ら

え
て
、
自
己
の
勢
力
の
伸
張
に
利
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
土
御
門
家
に
編
暦

を
行
う
ほ
ど
の
能
力
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
政
府
の
な
か
で
も
疑
問
を
も
つ
人
々
も

い
て
、
し
だ
い
に
土
御
門
家
の
実
力
へ
の
疑
念
が
表
面
化
し
て
き
た
。
二
年
二
月
二

三
日
に
土
御
門
晴
雄
が
す
す
ん
で
改
暦
を
行
い
た
い
と
申
し
出
て
、
政
府
よ
り
許
可

を
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
土
御
門
家
に
は
改

暦
を
実
施
す
る
だ
け
の
準
備
や
能
力
が
不
足
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
三
年
二
月
十
日
に
天
文
暦
学
は
大
学
の
管
轄
と
な
り
、
天
文
暦
道
局
が
設
立
さ
れ

た
。
こ
の
時
点
で
従
来
天
文
暦
学
を
勤
め
て
き
た
土
御
門
家
は
、
天
文
暦
道
局
に
入

る
の
か
、
あ
る
い
は
罷
免
さ
れ
る
の
か
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
四
月
に

大
学
が
、
土
御
門
家
に
歳
給
金
を
下
付
す
る
よ
う
に
弁
官
に
伺
い
を
出
し
）
13
（
た
。
四
月

十
八
日
に
そ
れ
を
受
け
て
弁
官
は
、
大
蔵
省
に
問
い
合
わ
せ
を
し
て
、
評
議
を
願
っ

た
。
そ
の
間
に
大
学
の
方
で
は
、
四
月
十
五
日
に
土
御
門
家
に
来
年
の
暦
原
本
を
出

す
よ
う
に
求
め
、
同
月
十
九
日
に
弘
暦
者
以
外
の
造
暦
を
禁
止
す
る
よ
う
に
弁
官
に

上
申
し
た
。
こ
こ
で
見
る
限
り
、
大
学
が
積
極
的
に
土
御
門
家
の
採
用
を
前
提
に
し

て
、
弁
官
に
伺
を
出
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
五
月
十
五
日
に
は
弁
官
は
、
歳
給

金
に
つ
い
て
の
大
学
伺
を
承
認
し
、
そ
れ
を
受
け
て
正
式
に
大
学
は
弁
官
に
天
文
暦

道
御
用
掛
の
拝
命
を
伺
っ
）
14
（
た
。

　
土
御
門
家
が
、
三
十
一
名
に
対
す
る
歳
給
金
を
弁
官
に
請
求
し
た
こ
と
が
、
政
府

内
部
で
は
問
題
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
四
月
二
十
八
日
の
大
蔵
省
は
、
弁
官
の
問

合
わ
せ
に
対
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
回
答
し
た
。
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暦
造
局
今
般
大
学
所
属
ニ
被
仰
付
同
校
ニ
於
テ
ハ
右
掛
人
員
減
ノ
見
込
ニ
候
差

向
人
物
賢
否
モ
不
相
分
由
ニ
テ
歳
給
別
紙
ノ
通
御
渡
方
ノ
儀
願
出
候
旨
御
掛
合

ノ
趣
致
一
覧
候
処
従
前
ノ
歳
給
ヨ
リ
増
方
ニ
相
成
候
ヘ
ト
モ
右
様
賢
否
モ
不
相

分
当
分
是
迄
ノ
通
差
置
候
上
ハ
歳
給
ノ
ミ
相
増
候
ニ
モ
及
申
間
敷
尤
御
手
当
向

辛
ク
致
シ
置
候
テ
ハ
税
金
御
収
納
等
ノ
響
ニ
モ
可
相
成
ト
ノ
趣
ニ
相
聞
候
ヘ
ト

モ
御
一
新
ノ
際
右
様
ノ
儀
ハ
有
之
間
敷
筈
ニ
付
追
テ
改
革
致
候
上
ハ
格
別
歳
給

ノ
儀
ハ
先
ツ
是
迄
ノ
通
居
置
営
繕
向
其
外
諸
入
費
等
可
遣
払
廉
ハ
別
段
御
渡
税

金
ノ
分
ハ
都
テ
上
納
ノ
積
尤
諸
入
費
ノ
儀
ハ
両
三
箇
月
モ
見
様
シ
定
額
金
高
為

取
極
候
方
可
然
ト
存
候
間
右
ノ
趣
ヲ
以
テ
大
学
ヘ
御
達
相
成
候
様
致
度
此
段
及

御
答
候
）
15
（

也

　
大
蔵
省
と
し
て
は
、
大
学
で
の
天
文
暦
道
御
用
掛
に
お
け
る
人
員
削
減
を
期
待
し

て
い
た
が
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
土
御
門
家
が
御
用
掛
に
据
え

た
人
員
は
「
賢
否
不
分
明
」
な
者
で
あ
り
、
土
御
門
家
は
歳
給
増
加
を
申
し
入
れ
て

き
た
。
大
蔵
省
は
、
土
御
門
家
の
申
出
を
不
快
に
思
い
つ
つ
、
冥
加
金
収
納
の
影
響

の
こ
と
な
ど
を
勘
案
し
、
土
御
門
家
の
請
求
を
容
認
し
た
。
し
か
し
大
蔵
省
は
、
土

御
門
家
が
編
暦
権
を
掌
握
し
て
い
る
事
態
を
あ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
異
常
時
と
認

識
し
て
お
り
、
改
革
ま
で
の
臨
時
処
置
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
人
員
削
減
と
土

御
門
が
抱
え
て
い
る
「
賢
否
不
分
明
」
な
人
材
の
排
除
が
、
大
蔵
省
が
期
待
す
る
改

革
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
事
実
六
月
二
日
に
は
、
内
田
五
観
、
小
林
六

蔵
、
渋
川
敬
典
な
ど
旧
幕
時
代
の
天
文
方
で
活
躍
し
た
人
材
が
、
天
文
暦
道
局
に
復

活
し
、
御
用
掛
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
八
月
七
日
に
は
、
京
都
の
土
御
門
家
の
と
こ
ろ
に

置
か
れ
て
い
た
天
文
暦
道
局
が
、
東
京
に
移
設
さ
れ
、
八
月
二
十
五
日
に
星
学
局
と

改
称
さ
れ
）
16
（
た
。
内
田
が
星
学
局
督
務
と
な
り
、
外
に
六
名
が
取
締
と
な
っ
た
。
形
式

的
に
は
京
都
の
土
御
門
家
に
星
学
局
京
都
出
張
所
が
置
か
れ
た
が
、
そ
れ
も
閏
十
月

二
十
七
日
に
は
廃
止
さ
れ
、
閉
鎖
さ
れ
）
17
（

た
。
十
一
月
五
日
に
は
、
大
学
は
内
田
五
観

に
暦
術
熟
達
者
十
名
を
精
選
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
十
二
月
九
日
に
は
土
御
門

和
丸
が
、
大
学
御
用
掛
を
罷
免
さ
れ
て
、
編
暦
の
任
か
ら
外
さ
れ
た
。
内
田
が
精
選

し
た
の
は
、
小
林
六
蔵
、
渋
川
敬
典
、
皆
川
亀
一
、
伊
藤
龍
之
助
、
福
田
理
軒
、
日

和
佐
艮
平
、
古
山
誠
、
稲
川
秀
五
郎
の
八
人
で
あ
っ
）
18
（

た
。
ち
な
み
に
、
そ
の
後
五
年

太
陽
暦
改
暦
を
実
施
し
た
の
は
、
内
田
を
中
心
と
し
た
暦
学
者
の
集
団
で
あ
っ
た
。

政
府
が
内
田
ら
を
採
用
し
た
時
に
、
太
陽
暦
改
暦
の
方
針
を
固
め
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。

　
政
府
内
部
で
は
弁
官
、
神
祇
官
、
大
蔵
省
と
部
署
が
異
な
り
な
が
ら
も
、
三
年
に

天
文
暦
道
が
大
学
管
轄
に
な
る
時
点
で
、
土
御
門
家
の
権
限
は
消
滅
す
る
も
の
と
認

識
し
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
政
府
内
部
で
は
、
遅
く
て
も
二
年
八
月
頃
に

は
土
御
門
家
罷
免
で
合
意
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
で

神
祇
官
は
、
戸
籍
編
入
の
点
か
ら
も
陰
陽
師
の
苗
字
帯
刀
を
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
判

断
を
し
て
お
り
、
他
方
で
大
蔵
省
は
、
土
御
門
家
下
の
暦
学
者
の
質
に
疑
問
を
抱
い

て
お
り
、
人
員
削
減
策
を
練
っ
て
い
た
。
二
年
十
月
六
日
に
土
御
門
晴
雄
が
死
去
し

た
こ
と
）
19
（
が
、
土
御
門
家
罷
免
を
さ
ら
に
押
し
進
め
る
契
機
と
な
っ
た
と
想
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
つ
ぎ
に
土
御
門
家
の
頒
暦
権
に
つ
い
て
も
、
言
及
し
て
お
き
た
い
。
近
世
に
は
土

御
門
家
は
、
暦
師
の
一
部
を
支
配
し
て
い
た
が
、
元
年
七
月
九
日
以
降
は
頒
暦
権
を

認
め
ら
れ
て
、
す
べ
て
の
弘
暦
者
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近

世
で
土
御
門
家
支
配
に
あ
っ
た
暦
師
は
、
そ
の
ま
ま
活
動
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
た

と
え
ば
三
年
六
月
に
度
会
県
か
ら
の
要
望
が
出
さ
れ
た
時
に
は
、「
従
来
よ
り
土
御

門
許
可
を
得
て
い
る
の
で
許
可
す
る
」
と
い
う
理
由
が
付
け
ら
れ
て
い
）
20
（
た
。
そ
れ
と

は
異
な
る
例
と
し
て
江
戸
の
暦
問
屋
は
、
土
御
門
家
支
配
と
は
無
関
係
に
営
業
活
動
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を
行
っ
て
き
た
が
、
二
年
八
月
に
は
つ
い
に
土
御
門
家
の
許
可
を
願
わ
な
く
て
は
な

ら
な
か
っ
た
。

　
三
年
十
二
月
九
日
に
土
御
門
は
罷
免
さ
れ
て
、
編
暦
事
業
か
ら
外
さ
れ
た
の
と
同

時
に
弘
暦
者
支
配
の
権
限
を
失
っ
た
。
十
一
月
に
大
学
が
、
弘
暦
者
の
統
率
す
る
役

を
降
谷
明
晴
、
菊
沢
藤
造
に
申
し
つ
け
た
い
と
伺
い
を
出
し
た
の
は
、
土
御
門
家
の

罷
免
を
予
期
し
た
上
で
の
行
動
で
あ
っ
た
。
星
学
局
の
内
田
ら
は
、
弘
暦
者
を
全
面

的
に
廃
止
し
て
、
頒
暦
を
府
藩
県
庁
に
任
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
を
強
く
も
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
翌
四
年
二
月
十
日
の
大
学
伺
に
は
、
そ
う
し
た
内
田
ら
の
見
解

が
反
映
し
た
。
し
か
し
頒
暦
事
業
か
ら
弘
暦
者
を
排
除
し
て
、
地
方
官
に
任
せ
る
こ

と
は
、
現
実
に
は
実
行
不
能
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
以
下

の
点
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
弘
暦
者
が
既
存
の
利
益
を
守
ろ
う
と
し
て
、
組
織

を
作
り
始
め
た
こ
と
。
第
二
に
、
政
府
と
し
て
も
、
違
法
な
暦
出
版
を
抑
制
す
る
た

め
に
弘
暦
者
の
組
織
を
利
用
し
た
方
が
有
利
で
あ
っ
た
こ
と
。
第
三
に
、
弘
暦
者
か

ら
の
上
納
金
が
、
政
府
の
財
政
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
ぐ
に
二
月
十
日
大
学
伺
は
撤
回
さ
れ
て
、
三
月
の
大

学
伺
で
は
弘
暦
者
が
認
め
ら
れ
）
21
（
た
。

　
弘
暦
者
は
商
社
を
名
乗
り
、
五
年
三
月
二
四
日
に
は
文
部
省
の
許
可
を
得
て
頒
暦

組
織
を
作
り
上
）
22
（
げ
、
し
ば
ら
く
は
頒
暦
を
独
占
し
続
け
た
。
土
御
門
家
が
罷
免
さ
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
頒
暦
は
、
直
接
に
弘
暦
者
の
組
織
に
全
面
的
に
委
ね
ら
れ
た
。

編
暦
事
業
と
頒
暦
事
業
を
つ
な
い
で
い
た
土
御
門
家
の
失
脚
は
、
編
暦
事
業
と
頒
暦

事
業
へ
の
分
割
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
し
た
。
十
六
年
か
ら
は
頒
暦
は
神
宮
司
庁
が

担
当
し
、
二
十
二
年
か
ら
は
編
暦
は
東
京
大
学
附
属
の
東
京
天
文
台
が
担
当
し
、
敗

戦
時
ま
で
頒
暦
と
編
暦
と
の
分
業
体
制
が
機
能
し
て
い
た
。

四
、
天
社
神
道
廃
止
の
検
討

　
な
ぜ
明
治
三
年
閏
十
月
下
旬
に
政
府
は
、
天
社
神
道
禁
止
を
布
告
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
同
年
閏
十
月
二
七
日
に
は
政
府
は
、
京
都
星
学
局
出
張
所
を
廃
止
し
、
十
二

月
九
日
に
土
御
門
家
を
大
学
の
御
用
掛
か
ら
罷
免
し
て
お
り
、
天
社
神
道
禁
止
の
布

告
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
偶
然
と
は
言
い
難
く
、

編
暦
事
業
か
ら
土
御
門
家
が
排
除
さ
れ
た
時
に
、
土
御
門
家
が
保
有
し
て
い
た
様
々

な
権
限
が
同
時
に
奪
わ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
弘
暦
者
の
な
か
に
は
、
近
世

以
来
の
土
御
門
の
配
下
と
な
っ
て
い
た
奈
良
、
丹
生
の
暦
陰
陽
師
、
伊
勢
の
暦
師
な

ど
が
加
わ
っ
て
い
た
が
、
天
社
神
道
禁
止
の
布
告
は
、
旧
幕
時
代
よ
り
配
下
で
あ
っ

た
そ
う
し
た
弘
暦
者
を
土
御
門
家
か
ら
切
り
離
す
結
果
に
な
っ
た
。

　
元
年
以
降
、
編
暦
権
と
頒
暦
権
を
握
っ
た
土
御
門
家
は
、
維
新
後
の
生
き
残
り
を

か
け
て
天
文
暦
学
に
打
ち
込
ん
で
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
政
府
と
し
て
も
土
御
門
家

に
天
文
暦
学
を
委
託
し
て
い
る
以
上
、
土
御
門
家
の
保
有
し
て
い
た
そ
れ
以
外
の
諸

権
限
を
否
定
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
大
学
の
中
に
星
学
局

が
設
置
さ
れ
、
幕
府
天
文
方
で
活
躍
し
て
い
た
内
田
五
観
な
ど
の
実
績
の
あ
る
天
文

暦
学
者
が
採
用
さ
れ
、
編
暦
の
担
い
手
の
目
途
が
つ
い
た
と
こ
ろ
で
、
土
御
門
家
の

諸
権
限
が
こ
と
ご
と
く
奪
取
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
他
に
も
、
土
御
門
家
が
主
宰
す

る
朝
廷
儀
式
で
あ
る
朔
旦
冬
至
が
廃
止
さ
れ
た
の
も
三
年
閏
十
月
の
こ
と
で
あ
）
23
（
り
、

天
社
神
道
禁
止
令
と
同
じ
時
期
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
振
り
返
る
と
、

編
暦
事
業
が
政
府
の
も
と
で
の
土
御
門
家
の
諸
権
限
を
死
守
す
る
生
命
線
で
あ
っ
た

こ
と
が
、
結
果
的
に
見
て
取
れ
る
。
編
暦
事
業
か
ら
土
御
門
家
を
外
し
て
も
、
次
年

以
降
の
編
暦
に
支
障
が
な
い
と
政
府
が
判
断
し
て
、
天
社
神
道
廃
止
令
が
出
さ
れ
た
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幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
土
御
門
家
（
林
）

の
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
法
令
の
文
言
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
従
来
天
社
神
道
門
人
ト
唱
ヘ
土
御
門
家
免
許
ヲ
受
候
者
共
、
両
刀
ヲ
帯
シ
絵
符

ヲ
建
宿
駅
通
行
之
由
甚
以
無
謂
事
ニ
付
、
自
今
右
等
之
所
業
被
差
止
候
ニ
付
厳

重
可
申
達
、
尚
今
後
門
人
免
許
一
切
被
禁
候
旨
今
般
土
御
門
家
和
丸
江
御
沙
汰

相
成
候
条
府
藩
県
ニ
而
此
旨
相
心
得
管
内
取
締
可
致
事

　
　
庚
午
閏
十
月 

太
政
）
24
（

官

　
こ
の
法
令
で
は
、
帯
刀
、
絵
符
を
立
て
て
の
宿
駅
通
行
が
問
題
視
さ
れ
て
お
り
、

門
人
免
許
廃
止
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
。
土
御
門
家
配
下
の
取
締
出
役
が
、
帯
刀
を

し
、
星
象
を
か
た
ど
っ
た
御
用
提
灯
を
手
に
し
て
、「
京
都
土
御
門
正
二
位
殿
御

用
」
と
い
う
絵
符
を
立
て
て
荷
物
を
送
る
光
景
が
、
お
そ
ら
く
珍
し
く
は
な
か
っ
た

ら
し
い
。
と
く
に
寛
政
三
年
、
慶
応
三
年
の
再
触
れ
以
降
、
土
御
門
家
の
取
締
出
役

が
、
陰
陽
師
改
め
を
行
う
た
め
に
諸
国
に
派
遣
さ
れ
た
と
き
に
は
、
帯
刀
、
絵
符
を

以
て
威
厳
を
示
し
た
が
、
目
立
つ
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
僧
侶
、
神
職
、
山

伏
、
虚
無
僧
、
盲
僧
と
は
異
な
っ
て
、
近
世
の
陰
陽
師
は
装
束
な
ど
の
外
形
的
な
特

徴
を
も
っ
て
、
そ
れ
と
は
認
識
さ
れ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
近
世
に
は
占
い
（
占

考
）
を
行
う
者
は
、
土
御
門
家
配
下
に
な
る
べ
き
だ
と
い
う
土
御
門
家
の
主
張
が

あ
っ
た
か
ら
、
一
定
の
装
束
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
取
締
出
役
の
振
舞
い
が
、

陰
陽
師
の
典
型
の
よ
う
に
見
做
さ
れ
た
の
も
、
そ
う
し
た
陰
陽
師
の
あ
り
方
か
ら
来

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
元
年
以
降
、
広
く
帯
刀
の
禁
止
を
命
じ
て
、
旧
幕
時
代
の

権
威
の
象
徴
と
し
て
帯
刀
が
廃
止
対
象
に
な
っ
て
い
た
。

　
教
部
省
が
、
六
年
一
月
に
元
陰
陽
師
を
教
導
職
に
入
れ
よ
う
と
し
た
が
、
左
院
の

反
対
で
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
山
伏
は
真
言
宗
、
天
台
宗
の
僧
侶
に
組
み
込
ま
れ
、

教
導
職
に
加
わ
り
、
か
ろ
う
じ
て
生
き
残
っ
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
教
導
職
加
入

に
拒
絶
さ
れ
た
時
点
で
、
平
安
時
代
に
成
立
し
た
陰
陽
道
の
命
運
は
絶
た
れ
た
の
で

あ
る
。
朝
廷
と
幕
府
の
双
方
に
つ
な
が
っ
て
長
く
生
き
な
が
ら
え
た
陰
陽
師
は
、
明

治
政
府
の
政
策
の
も
と
で
歴
史
の
舞
台
か
ら
退
く
こ
と
に
な
っ
た
。

五
、
明
治
維
新
と
三
河
万
歳

　
万
歳
師
は
、
田
畑
を
持
っ
た
農
民
で
あ
り
、
農
閑
期
に
万
歳
に
出
か
け
た
。
小
坂

井
村
・
宿
村
、
両
別
所
村
、
上
町
村
森
下
の
集
落
に
は
、
土
御
門
家
江
戸
役
所
か
ら

任
命
さ
れ
た
組
頭
が
そ
れ
ぞ
れ
に
い
て
、
他
の
万
歳
師
を
統
率
し
て
い
た
。
組
頭

が
、
貢
納
料
を
集
金
し
て
、
土
御
門
家
江
戸
役
所
に
届
け
る
役
を
は
た
し
、
同
時
に

万
歳
の
職
札
を
受
け
渡
す
仲
介
を
は
た
し
て
い
た
。
三
河
万
歳
師
支
配
の
体
制
は
、

宝
暦
・
明
和
年
間
に
確
立
し
、
幕
末
ま
で
ほ
ぼ
継
続
し
た
。

　
小
坂
井
村
は
、
三
河
万
歳
の
発
祥
の
地
で
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
よ

う
に
万
歳
師
だ
け
で
は
な
く
、
隣
の
宿
村
に
は
神
楽
師
も
居
住
し
て
い
）
25
（

た
。
長
く
土

御
門
家
と
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
だ
け
に
、
明
治
三
年
の
天
社
神
道
廃
止
の
通
達

は
、
両
村
の
芸
能
者
に
と
っ
て
衝
撃
で
あ
っ
た
。
豊
橋
藩
廳
か
ら
天
社
神
道
廃
止
を

伝
え
ら
れ
た
小
坂
井
村
・
宿
村
の
万
歳
師
は
、
明
治
三
年
十
二
月
二
十
六
日
に
土
御

門
家
に
対
し
て
、
従
来
ど
お
り
の
万
歳
の
営
業
が
継
続
で
き
る
よ
う
に
豊
橋
藩
地
方

官
に
働
き
か
け
て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
。
以
下
、
史
料
を
紹
介
し
よ
う
。

　
　
乍
恐
以
書
附
奉
歎
願
候
口
上

　
　
一
、
今
般
就
　
御
一
新
ニ
去
閏
十
月
従
　
朝
廷
被
　
仰
出
候
御
趣
意
之
次
第
豊

橋
藩
廳
ゟ
当
月
十
九
日
被
　
仰
付
候
、
依
之
別
紙
ニ
奉
言
上
候
通
り
必
至
極
難

渋
仕
候
ニ
付
何
卒
　
御
殿
之
御
慈
悲
ヲ
以
御
計
意
之
程
偏
ニ
奉
願
上
候
、
万
一

御
配
下
と
相
唱
候
義
差
企
候
義
ニ
至
り
候
ハ
ゝ
従
来
之
御
因
縁
ヲ
以
御
出
入
成

共
御
許
容
之
段
奉
歎
願
候
、
当
今
之
形
勢
如
何
ニ
成
行
候
共
、
従
来
蒙
御
恩
沢
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候
義
ニ
候
間
、
為
御
冥
加
定
例
之
献
納
者
仕
度
一
同
奉
願
上
候
、
願
之
通
御
聞

済
被
成
下
置
候
ハ
ゝ
一
統
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上
、

　
　 

山
内
作
太
夫
　

　
　
明
治
三
年
午
十
二
月
廿
六
日 

山
内
勘
太
夫
　

　
　 

森
下
亀
太
夫
　

　
　 

森
下
若
太
夫
　

　
　 

山
内
亀
太
夫
　

　
　
土
御
門
家
殿

　
　
　
　
　
御
役
所

　
　
　
　
　
　
御
役
人
中
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
中

　
　
乍
恐
　
大
急
便
ヲ
以
一
筆
令
呈
上
候
、
時
候
共
寒
之
砌
ニ
御
座
候
処
　
御
上
様

益
御
機
嫌
克
被
遊
御
座
恐
悦
至
極
ニ
奉
賀
上
候
、
次
ニ
皆
之
御
役
人
中
様
御
安

静
御
勤
役
被
成
御
座
是
又
珍
重
ニ
奉
存
候
、
然
者
今
般
　
御
一
新
ニ
付
諸
萬
御

変
革
之
折
柄
候
処
、
去
ル
閏
十
月
従
　
朝
廷
被
　
仰
出
候
御
趣
意
之
次
第
大
神

楽
職
榊
原
元
志
摩
方
へ
御
沙
汰
ニ
相
成
候
義
奉
畏
候
、
然
処
私
共
義
ハ
万
歳
職

ニ
而
東
京
御
役
所
ゟ
御
免
許
頂
戴
罷
在
候
ニ
付
御
沙
汰
も
有
御
座
哉
と
御
下
知

奉
待
候
処
、
此
頃
東
京
下
り
出
立
前
豊
橋
藩
廳
ゟ
村
役
人
同
道
ニ
而
可
罷
出
候

旨
御
達
有
之
当
月
十
九
日
則
罷
出
候
処
官
服
者
勿
論
両
帯
刀
並
配
札
万
歳
師
例

年
正
月
二
日
山
内
勘
太
夫
正
月
十
五
日
山
内
作
太
夫
当
藩
知
事
始
メ
城
内
藩
中

不
残
年
始
御
祝
義
相
勤
来
り
候
得
共
当
今
般
被
禁
候
と
被
申
渡
候
、
其
外
他
藩

例
年
相
勤
来
り
候
処
此
度
被
禁
候
上
者
何
分
必
至
ニ
当
惑
仕
候
ニ
付
地
方
藩
廳

へ
頻
ニ
奉
歎
願
候
処
、
羽
織
袴
ニ
而
管
内
ハ
不
苦
候
得
共
藩
中
ハ
被
禁
候
と
の

御
事
ニ
候
、
藩
中
不
相
成
候
而
者
、
其
響
相
移
り
自
然
と
農
民
ニ
至
迄
同
様
ニ

成
行
職
業
渡
世
相
営
候
義
も
難
出
来
難
渋
至
極
猶
又
東
京
下
り
之
者
共
も
地
方

官
届
済
ニ
不
相
成
候
而
者
発
足
も
不
相
叶
今
日
ニ
至
り
進
退
ニ
道
ヲ
失
ひ
涙
咽

ニ
罷
過
候
、
雖
然
従
来
蒙
御
撫
育
候
御
本
寮
之
義
何
卒
永
々
御
恩
沢
不
致
忘
却

御
引
立
ニ
相
成
候
様
幾
重
ニ
も
奉
歎
願
候
、
私
共
義
ハ
兼
而
御
本
寮
之
御
記
録

ニ
も
可
有
御
座
候
通
、
天
和
貞
享
之
頃
ゟ
今
年
至
ル
迄
　
御
殿
之
奉
仰
御
威
光

無
差
支
職
業
渡
世
相
勤
参
り
候
義
ハ
偏
ニ
難
有
仕
合
奉
存
候
処
、
不
計
前
文
ニ

奉
申
上
候
通
り
東
京
下
り
も
差
支
藩
中
配
札
も
差
支
最
早
必
至
と
差
迫
り
候
間

不
得
止
事
、
乍
恐
此
段
書
物
ヲ
以
奉
歎
願
候
、
憐
不
便
と
被
思
召
、
此
状
着

早
々
大
急
便
ヲ
以
豊
橋
地
方
官
へ
万
歳
師
之
義
ハ
例
年
之
通
り
相
勤
り
候
様
御

頼
之
御
状
奉
願
上
候
、
此
義
御
差
企
之
義
も
御
座
候
ハ
ゝ
、
私
共
名
当
ニ
而
も

宜
敷
御
座
候
間
、
万
歳
師
義
不
相
替
先
例
通
広
相
勤
不
苦
候
様
御
下
知
之
御
状

被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
尤
此
義
ニ
付
同
国
岡
崎
藩
管
内
別
所
村
分
ハ
兼
而
御

殿
江
奉
歎
願
御
状
被
下
置
候
ニ
付
、
其
旨
岡
崎
藩
廳
へ
致
出
願
候
処
、
則
岡
崎

藩
廳
ゟ
東
京
へ
御
問
合
民
部
官
御
届
済
ニ
而
罷
下
り
候
様
風
ニ
承
り
候
、
私
共

義
も
右
等
ニ
准
し
何
卒
豊
橋
藩
廳
御
聞
済
ニ
相
成
候
様
格
別
之
御
慈
悲
ヲ
以
御

計
意
之
段
奉
願
上
候
、
何
分
彼
是
日
延
ニ
相
成
候
間
猶
又
心
痛
仕
候
、
右
願
之

通
御
許
容
被
成
下
置
候
御
返
書
御
下
知
奉
待
候
、
先
者
不
取
放
御
願
而
己
如
斯

御
座
候

　
　 

恐
惧
謹
言

　
　
明
治
三
年
午
十
二
月
廿
六
日

　
　 

三
州
宝
飯
郡
小
坂
井
宿
村
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幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
土
御
門
家
（
林
）

　
　 

万
歳
師
　
　
　
山
内
作
太
夫
　
印
　

　
　 

山
内
勘
太
夫
　
印
　

　
　 

西
尾
亀
太
夫
　
印
　

　
　 

西
尾
若
太
夫
　
印
　

　
　
土
御
門
家
殿 

山
内
亀
太
夫
　
印
　

　
　
　
　
御
役
所

　
　
　
　
　
　
御
役
人
）
26
（

中

　
史
料
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
小
坂
井
村
・
宿
村
の
万
歳
師
は
、
東
京
府
へ
の
万
歳

出
立
前
の
十
二
月
十
九
日
に
豊
橋
藩
廳
か
ら
呼
び
出
さ
れ
、
村
役
人
付
添
い
で
藩
廳

に
行
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
万
歳
師
に
よ
る
官
服
・
両
帯
刀
・
配
札
が
禁
止
に
な
っ

た
こ
と
、
藩
中
の
年
始
万
歳
も
禁
止
と
な
り
、
他
藩
へ
の
万
歳
も
禁
止
に
な
っ
た
と

聞
か
さ
れ
た
。
万
歳
師
が
藩
廳
に
歎
願
す
る
と
、
羽
織
袴
姿
で
の
管
内
の
活
動
は
よ

い
が
、
藩
中
は
許
さ
れ
な
い
と
命
ぜ
ら
れ
た
。
た
と
え
管
内
の
万
歳
が
認
め
ら
れ
た

と
し
て
も
、
藩
中
禁
止
と
な
れ
ば
、
そ
の
影
響
が
管
内
の
農
民
に
ま
で
広
が
る
に
違

い
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
危
機
に
対
処
す
る
た
め
に
小
坂
井

村
・
宿
村
の
万
歳
師
は
、
土
御
門
家
に
対
し
て
豊
橋
藩
廳
宛
て
に
至
急
書
状
を
書
い

て
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
営
業
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
頼
ん
で
ほ
し
い
と
願
っ
て
い

る
。
別
所
万
歳
師
が
土
御
門
家
に
岡
崎
藩
廳
へ
の
働
き
か
け
を
要
望
し
、
そ
の
結
果

岡
崎
藩
廳
が
民
部
官
へ
の
問
合
わ
せ
、
民
部
官
が
受
理
し
た
と
い
う
風
聞
が
記
さ
れ

て
い
る
。
小
坂
井
万
歳
師
も
、
そ
れ
に
準
じ
た
働
き
か
け
を
土
御
門
家
に
依
頼
し
た

こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
天
社
神
道
廃
止
の
太
政
官
布
告
以
降
で
は
、
も
は
や
土
御
門
家
と
し
て
も

為
す
術
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
土
御
門
家
は
、
翌
年
の
三
月
二
十
日
付
の
書
状

の
な
か
で
小
坂
井
万
歳
師
に
、「
只
今
御
当
方
ゟ
申
立
候
儀
難
相
成
候
間
、
其
廳
ゟ

之
御
達
を
堅
く
相
守
り
神
妙
の
心
得
専
要
ニ
候
」
と
回
答
し
て
い
）
27
（

る
。
小
坂
井
村
・

宿
村
で
は
多
く
の
万
歳
師
は
、
土
御
門
家
へ
全
面
的
に
依
存
し
て
い
た
だ
け
に
、
こ

の
返
答
を
見
て
落
胆
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
に
多
く
の
万
歳
師
は
、
廃
業

を
決
意
し
た
模
様
で
あ
る
。

　
明
治
期
の
小
坂
井
村
・
宿
村
の
史
料
を
見
る
と
、
明
治
九
年
十
二
月
に
戸
長
を
通

じ
て
愛
知
県
令
宛
て
に
万
歳
廻
勤
願
が
二
通
出
さ
れ
、
県
令
か
ら
廻
勤
が
認
め
ら
れ

て
は
い
た
が
、
そ
れ
以
降
の
万
歳
に
関
わ
る
史
料
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
直
後
に
小

坂
井
万
歳
は
終
焉
を
迎
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
1
） 

渡
辺
敏
夫
『
日
本
の
暦
（
復
刻
版
）』（
雄
山
閣
、
一
九
九
三
年
）
三
二
〜
三
四
頁
。

（
2
） 

林
淳
『
近
世
陰
陽
道
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）
七
五
頁
。

（
3
） 

同
上
、
五
九
頁
。

（
4
） 

『
土
御
門
家
譜
』（
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
）。

（
5
） 

『
土
御
門
晴
栄
家
記
乾
』（
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
）。

（
6
） 

同
上
。

（
7
） 

注（
4
）と
同
じ
。

（
8
） 

『
諸
国
御
支
配
御
日
記
慶
応
三
年
』（
宮
内
庁
書
寮
部
蔵
）。

（
9
） 

同
上
、
三
月
十
日
条
。

（
10
） 

注（
2
）と
同
じ
、
三
一
九
頁
。

（
11
） 

林
淳
『
天
文
方
と
陰
陽
道
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
七
九
〜
八
〇
頁
。

（
12
） 

『
法
規
分
類
大
全
』
第
二
巻
、
一
頁
。

（
13
） 

同
上
、
十
四
頁
。

（
14
） 
『
太
政
類
典
』
二
。

（
15
） 
注（
12
）と
同
じ
、
十
五
頁
。

（
16
） 
『
太
政
類
典
』
十
九
、
三
〇
。

（
17
） 

注（
12
）と
同
じ
、
十
九
頁
。

（
18
） 

『
拝
命
之
記
』（
東
京
天
文
台
蔵
）。
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
三
八
号

（
19
） 

『
土
御
門
晴
栄
家
記
』（
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
）。

（
20
） 
注（
12
）と
同
じ
、
十
三
頁
。

（
21
） 
同
上
、
二
十
六
頁
。

（
22
） 
同
上
、
四
十
一
頁
。

（
23
） 

『
明
治
天
皇
紀
』
二
巻
、
三
年
閏
十
月
条
に
「
是
の
月
　
朔
旦
冬
至
慶
賀
の
儀
式
を

廃
す
、
朔
旦
冬
至
を
嘉
節
と
し
て
賀
儀
を
行
ふ
は
、
奈
良
朝
以
来
陰
陽
家
の
提
撕
せ
る

も
の
に
し
て
唐
土
の
風
習
を
摸
せ
る
に
外
な
ら
ず
、
固
よ
り
我
が
古
礼
に
あ
ら
ざ
る
を

以
て
な
り
」
と
あ
る
。

（
24
） 

『
公
文
録
』
三
九
五
。

（
25
） 

『
小
坂
井
町
史
』（
一
九
七
六
年
）、
六
一
九
〜
六
二
六
頁
。

（
26
） 

小
坂
井
町
鈴
木
家
文
書
。

（
27
） 

小
坂
井
町
鈴
木
家
文
書
。
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